
Q&A よくある質問

Q.補助金を申請できる団体は、どんな団体ですか？

A．活動の中心を川越市内としている、自ら企画・実施する能力のある、非営利の市民

団体（実行委員会の形式を含む。）です。法人格の有無や種別は問いません。

■ただし以下の要件を満たしていることが必要となります。

・団体は５人以上の構成員で組織され、市民（川越市内に在住・在勤・在学）が過半

数を占めると認められるもの

⇒これを証明する名簿等を提出していただきます。

・団体の規約を有し、かつ、その代表者の氏名及び住所が明らかであること

⇒団体の定款・規約等を提出していただきます。

・事業を実施するに当たり、明確な会計経理がなされ、又はなされると認められる

もの

⇒決算書や帳簿等を提出していただきます。

・事業実績があり、又は事業が完遂できると認められるもの

⇒団体の活動内容のわかるものやこれまでの事業実績等について記載した書類

を提出していただきます。

（提出いただく書類は全て任意様式です。）

※個人での申請はできません。

Q.補助の対象にならない事業は具体的にどのようなものですか？

A．営利目的として行うものや特定の政治的・宗教活動を目的として行うものは対象外

とします。（例：営利を目的とする絵画展、音楽イベント、宗教の布教や勧誘を目的とする

講演会等に類するもの。）

企業・団体のＰＲや製品等の販売活動を目的とするものも含みます。



特定会員や教室受講者だけが参加できるイベント等、事業の参加者が限られるも

のは、対象外です。

また、国や県、市町村（川越市含む）から別の補助金を受けていたり、委託事業

となっている場合は対象外とします。

Q.補助の対象にならない経費はどのようなものですか

A．「川越市文化芸術によるまちづくり補助金交付要綱」別表５の補助対象外経費にあ

るとおり、交付団体構成員への謝礼や交通費、交付団体構成員による会合等の飲食

費は対象外とします。

団体が日常的に使用する物品の購入や修繕費用も対象外です。このほかの例とし

て、日常の練習にかかる会場費や団体の事務所等を維持するための経費も対象外と

なります。

Q. 新型コロナウイルス感染症対策に関わる経費とはどのようなものですか

A．一例ですが、手指や物品を消毒するための薬剤、ハンドペーパータオル、使い捨て

手袋、非接触型体温計、マスクやフェイスシールド、講演者と観客席を仕切る透明

パーテーションなどの購入費や換気用サーキュレータ、検温用サーモグラフィー、

パーテーション等機材レンタル料金等が対象となります。

応募要項の《補助対象経費の例》「その他」の項目に計上してください。

※感染症対策に必要な物であってもパソコンやビデオカメラ等汎用性がある物品

は対象外です。



Q.領収書のない経費を対象とすることはできますか？

A．事業実施報告書として、補助対象経費となる領収書又は支払を証明する書類の写し

を提出していただくことになっています。経費の支出に関しては、必ずこれらの書

類を用意してください。

Q.参加者から参加費や入場料をとって行う事業は対象になりますか？また、協賛金等の事

業収入があり黒字が見込まれる場合、対象になりますか？

A．上記のような収入がある場合は、内容がわかるような形で収支予算書に収入として

計上してください。

ただし、寄付金や支援金を集めること自体を目的とした事業（チャリティーイベ

ント等）は対象外です。

補助金以外の収入により、収入の額が支出額を上回る場合は対象外となります。

Q.補助金の額はどのように計算しますか？

A．下記をご参照ください。

例１）事業費が２０万円の場合

２０万円（事業費）×１／３（補助率）⇒６万６千円（千円未満切り捨て）

例２）事業費が３０万円の場合

３０万円（事業費）×１／３（補助率）＝１０万円

例３）事業費が９０万円の場合

９０万円（事業費）×１／３（補助率）＝３０万円＞１８万円（補助上限額）

※補助金の上限額は１８万円です。

Q.事業終了後、当初の予定より事業費が大きくなってしまった場合にはどうなりますか？



A．当初の予定より事業費が大きくなってしまった場合でも、交付決定額を超える

補助金の交付はできません。

例）当初事業費が５０万円で、事業終了後、事業費が６０万円に増額となった場合

５０万円（事業費）×１／３（補助率）＝１６万６千円（千円未満切り捨て：交付

決定額）が交付されます。

※６０万円（事業費）×１／３（補助率）⇒１８万円（補助上限額）とはなりませ

ん。

Q.事業終了後、当初の予定より事業費が小さくなってしまった場合にはどうなりますか？

A．実績報告書の収支決算書により交付額を再算出します。

例）当初事業費が６０万円で、事業終了後、事業費が５０万円に減額となった場合

６０万円（事業費）×１／３（補助率）＝１８万円（補助上限額：交付決定額）で

したが、これを再算出し、

５０万円（事業費）×１／３（補助率）⇒１６万６千円（千円未満切り捨て）が交

付されます。

Q.事業実施準備中ですが、諸事情から計画の内容が当初から大きく変更することになりま

■申請時の収支予算書の作成に当たっては、諸費用の

見積もりを慎重にお願いいたします。いたします。



した。何か手続きは必要ですか？

A． 補助事業等に要する経費の配分に２０％を超える変更が生じる場合や、補助事業

等の内容の変更（補助事業の目的を変えない軽微な変更で、その変更が補助目的の

達成をより効率的にすると認める場合は除く。）をする場合は、あらかじめ市長の

承認を受ける必要があります。

「川越市文化芸術によるまちづくり補助金変更承認申請書」により申し出てくだ

さい。

※事業着工後の計画の大きな変更（事業費等）がないよう、事業を申請する際に、

経費やスケジュール等の作成は慎重に行ってください。

Q.補助金の振込はいつごろになりますか？

A．事業終了後３０日以内か令和４年３月３１日までのいずれか早い日までに実績報

告書を提出していただきます。交付確定通知書を受領した後に請求書を提出してい

ただき、お振込みとなります。（請求書の提出から補助金の振込まで、約１か月程度

見込んでください。）


